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2006 年 2 月２７日

大村市の認知症高齢者グループホームの火災についての声明

障害のある人と援助者でつくる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本グループホーム学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　　室　津　滋　樹

　グループホーム学会は、大村市の認知症高齢者グループホームにおける火災につ

いて、次の視点からの検証が必要だと考えます。（１）地域との連携の問題（立地

上の問題）（２）職員の勤務体制及び管理者の勤務体制の問題（３）建物の安全性

の問題（４）建設業者主導で進められるグループホーム設立時の問題。このような

大惨事を再び繰り返さないために、何よりも大切なことは、地域との繋がりを深め

ることです。また、この火災の責任をこのホームを運営していた一有限会社、一管

理者個人のみに帰するのではなく、本質的な原因の多角的な究明が必要であると考

えています。

 　1 月 8 日未明、長崎県大村市の高齢者グループホーム「やすらぎの里さくら館」で発

生した火災は入居者７名が犠牲となる大惨事となりました。犠牲になられた方々のご冥福

をお祈りするとともに、このような大惨事を再び繰り返さないためにも様々な方向からの

検証が必要であると考えます。

　消防や警察による原因究明だけでなく、なぜ、これほどの犠牲者が出る火事になったの

か、職員の勤務体制、地域との連携なども含めて、多角的な原因究明がなされる必要があ

ります。

　日本グループホーム学会では、1 月 13～14 日に現地調査を行いました。短時間の調査

ではありましたが、その中でも、いくつかの問題点が浮かび上がってきています。

（１）地域との連携の問題（立地上の問題）

（２）職員の勤務体制及び管理者の勤務体制の問題

（３）建物の安全性の問題

（４）建設業者主導で進められるグループホーム設立時の問題

（４）グループホームを支え、質を向上させる仕組みの問題

（５）第 3 者評価が有効に機能していない問題

　とりわけ、 地域との連携の問題（立地上の問題）は、大きな問題です。やすらぎの里

さくら館は「地域の中にあるグループホーム」という理念とはかけ離れた環境にあります。

周辺に民家はなく、山林を造成してつくられた敷地に建てられています。つまり近隣には

住民がおらず、消火栓は 500 メートル先までなく、そのため消火にあたってはホースを

何本もつなぎ、途中にポンプ車が必要だったときいています。
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地域の支援が求められない環境にあったため、火災が起きたとき、救出、初期消火、

通報をグループホームスタッフのみで行わなければならない状況でした。深夜には、夜勤

者 1 人で対応せざるを得ない状態だったと思われます。このグループホームは地域の支

え合い、助け合いのしくみの外にあったのではないかと思われます。

　なぜ、このような地域とかけ離れた場所にグループホームが設置されたのでしょうか。

なぜこの場所の設置を県は許可したのでしょうか、地域からかけ離れたグループホームは

全国にどれくらいあるのでしょうか。グループホームの立地条件、地域の中にあることの

意味について検証が必要です。

　現在、グループホーム自体の設備の不備や職員体制の不備を指摘する声が多くあがって

います。スプリンクラーや自動火災報知設備の設置、あるいは夜勤者を 2 名にすべきと

いう議論です。 しかし、グループホームは火災だけに対応すればすむわけではありませ

ん。大きな地震や津波、洪水、崖崩れ、又は盗難等の犯罪、こうした様々な事態に対応で

きるようにグループホームの設備を強化し、職員体制を強化することは不可能と言わざる

を得ません。

地域で暮らす高齢者や障害者を守ることは、本人やその関係者だけの力だけでは不可

能です。地域の連携が極めて重要なのです。この視点がないまま建設され、認可されてい

ることに大きな問題を感じています。

　グループホームは、障害のある人や認知症高齢者の地域の中の居住の場として急増して

います。認知症高齢者のグループホームは 7,500 カ所を超え、障害者のグループホーム

も 6，000 カ所を超えています。介護する家族の悲惨さは「介護地獄」と表現されてき

ました。障害者や認知症高齢者をその家族だけで支えなければならない過酷な時代は、い

まも続いています。この「介護地獄」の中の障害者や認知症高齢者の生活は、家族以上の

地獄であることは言うまでもありません。

　しかし、全国各地にグループホームが増えることにより、身近な所にグループホームが

あるのがごく自然な町の風景となってきました。グループホームに暮らす障害者や認知症

高齢者も、地域の人たちと自然に関わりながら、地域の人たちに支えられ、同時に地域を

障害者や高齢者と共生する地域へと変えてきたのです。

　グループホームは、これからの障害者や認知症高齢者の福祉を考える上で、かけがえの

ない社会資源であると同時に、地域社会にとっても、すべての人たちが共に生きる、あた

たかみのある地域を再生するために、大きな役割を果たすものと確信しています。

　私たちは、この火災によりグループホームが自分の家の隣にできることに反対が起きた

り、認知症高齢者や障害者を危険視するような風潮が起きないことを、またグループホー

ムの普及にブレーキがかかるようなことにならないことを強く願っております。

　長崎県は全国的に見ても高齢者グループホームが急増している県であり、グループホー

ムはここ５年で１０倍に増えています。長崎県には３３４カ所（全国４位）のグループホ
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ームがあり、６５歳以上の高齢者との比率によるグループホーム整備率は全国１位となっ

ています。グループホームはまだまだ必要ではありますが、一方で、急激な増加にグルー

プホーム制度が対応できるものになっていたのか、検証が必要だと思われます。

　障害のある人と援助者でつくるグループホーム学会は、引き続きこの火災の検証を行

い、現在浮かび上がっている問題について検討し、問題提起をしなければならないと考え、

2 月 8 日 に調査委員会を立ち上げました。この火災を、やすらぎの里さくら館を運営し

ていた有限会社、あるいは管理者個人のみの責任とするのでは次に生かすことはできない

と思います。本質的な原因を究明し、問題点を解明することによってこそ、この大惨事を

教訓にできるものと考え、グループホーム学会として全力で取り組んで参ります。

　　　　　　　　　　　

          　　　　　　　　 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

                           事務局；〒187-8570　 東京都小平市小川町 1-830

                                   　　　　　　 白梅学園短期大学 堀江研究室内

                                   FAX    042-346-5644

　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail  mayumi@shiraume.ac.jp


